商務目的の一年数次停留査証（90日滞在）
１、適用者
日本国籍のビジネス関係者 （日本国籍以外の方はお問い合わせください03－3280－7800）
２、必要書類
（１）旅券：残存期限が15ケ月以上。
（２）査証申請書：1通（本人の署名か必要）
（３）写真：2枚（４ｃｍ×５ｃｍ、申請日前６ケ月以内撮ったもの）
（４）帰国用の航空（乗船）券或は次の目的地への航空（乗船）券
（５）勤務会社の在職証明書
（６）台湾への出張証明
（７）勤務会社の登記簿謄本と印鑑証明
（８）査証手数料
（９）本人または代理人が直接窓口にて申請すること。郵送申請は不可。
◎ 滞在期間は90日で、延期はできません 
◎ 即日発行を希望する場合、査証特別扱い料金として手数料は５０％増し。
